
 

 

第２３期第５回福岡県有明海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日  時  令和８年４月２２日（水） １５：００ 

 

２ 場  所  福岡県有明海水産会館 

（柳川市三橋町高畑271 TEL ０９４４－７３－６１６６） 

 

３ 議  題 

 

（１）福岡県有明海区における知事許可漁業の新規許可に係る制限措置等の公示について 

（諮問）                                  資料１ 

（２）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問）               資料２ 

（３）第３８５回福岡佐賀有明海連合会区漁業調整委員会について（報告）      資料３ 

（４）第４７回日本海・九州西広域漁業調整委員会について（報告）         資料４ 

（５）ノリ養殖の概況について（報告）                      資料５ 

（６）その他 
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資　料　１
（23期５回有明漁調委）

（令和８年４月22日）



漁業法第 58 条において読み替えて準用する同法第 42 条第 1 項及び福岡県漁業調整規則第 11 条第 1 項

に基づく公示（福岡県有明） 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他の制限措置 

(1) 県外からの入漁分 

漁業種類 
漁具の種類

その他の漁

業の方法 

操業 
区域 

漁業時期 

推進

機関

の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可 
する 
隻数 

漁業を営む者の資格 

刺し網漁業 

えび三重流

し刺し網 

福岡県有

明海海域

（農林水

産大臣管

轄漁場を

除く。） 

１月１日

から１２

月３１日

まで 

制限 
なし 

制限 
なし 

１２０

隻 

佐賀県有明海区の海

面に沿う市町又はそ

れに隣接する市町に

住所を有する者 

すずき流し

刺し網 

雑魚一重流

し刺し網 

固定式刺し網漁業 
固定式刺し

網 

げんしき網漁業 げんしき網 

 

 (2) 県内許可分 

漁業種類 
漁具の種類

その他の漁

業の方法 

操業 
区域 

漁業時期 

推進

機関

の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可 
する 
隻数 

漁業を営む者の資格 

刺し網漁業 
えび三重流

し刺し網 

福岡県有

明海海域

（農林水

産大臣管

轄漁場を

含む。） 

１月１日

から１２

月３１日

まで 

制 限

なし 
制 限

なし 

１隻 
大川市、柳川市、みや

ま市、大牟田市に住

所を有する者 
固定式刺し網漁業 

固定式刺し

網 
８隻 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  令和８年５月１日から令和８年５月３１日まで 
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資　料　２
（23期５回有明漁調委）

（令和８年４月22日）



令和８年４月２２日 

福岡県有明海区漁業調整委員会資料 

 

福岡県資源管理方針の一部改正について 

 

水産振興課漁船漁業係 

 

【概要】 

○資源管理方針の一部改正について 

 令和８年４月１日より漁業法の一部が改正され、法の第２６条の２項および

３０条の２項に特別管理特定水産資源の漁獲量等の報告が追記され、漁獲量等

の情報の収集について一部取り扱いに変更が生じる。 

 そこで今回、福岡県資源管理方針の第６条その他資源管理に関する重要事項

について一部変更したい。 
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福岡県資源管理方針  
〔制定 令和２年１２月１日〕  
最終改正 令和８年○月○日  

 
 

第１ 資源管理に関する基本的な事項  
１ 漁業の状況  

本県の水産業は、令和５年の生産量で 4.7 万トン、生産額は 325 億円にのぼり、全

国的には中位に位置している。また、漁業就業者数は、約４千人であり、多くの沿岸

地域においては、水産業は中核的な産業となっている。このように水産業は、本県の

均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っ

ていくためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。  
２ 本県の責務  

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づき、国とともに、資源管

理を適切に実施する責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面

の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第 10 条第１項の規定に基づき、

必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源につ

いて資源評価の要請を行うものとする。  
第２ 特定水産資源ごとの知事管理区分  

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、知事が設定する管

理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下の事項を定めるものとする。  
（１）水域  
（２）対象とする漁業  
（３）漁獲可能期間  

第３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  
１ 漁獲可能量  

  漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産

資源を漁獲対象とする漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定め

ることとする。  
  ２ 留保枠の設定  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応するため、特定水産資源

ごとに漁獲可能量に留保枠を設けることができることとする。  
３ 数量の融通  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事

管理区分に配分した数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するた

め、上記１及び２の規定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を

可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努

めるものとする。  
第４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法  

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。

それ以外の知事管理区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄

積、漁獲量等の報告体制の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に

移行するものとする。  
第５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  
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１ 特定水産資源  
  特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）

に即して、当該特定水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合

には、小型魚の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以

外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせて資源管理を行うものと

する。 
  また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の協定の締結を促

進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該

協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事

への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
２ 特定水産資源以外の水産資源  

  特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資

源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導か

れる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管

理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。  
  法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行

われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、利用可能な最新の科学

的知見を用いて資源管理の方向性を設定することとする。  
  また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の

協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者

自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結

果の福岡県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
 ３ 漁業者自身による自主的な取組  
   福岡県知事は、漁業者による法第 124 条第１項の協定の締結を促進し、認定した協

定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の

定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事への報告が行われ

るよう指導を行うものとする。  
第６ その他資源管理に関する重要事項  

１ 漁獲量等の情報の収集 
（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等

を把握するために有益であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、

資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重要で

ある。 
（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項若しく

は第２項の規定による漁獲可能量による管理として行うもののほか、知事許可漁業

の許可を受けた者による資源管理の状況等の報告（法第 58 条において準用する法第

52 条第１項）、漁業権者による資源管理の状況等の報告（法第 90 条第１項）におい

ても報告が義務付けられている。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣

へ報告し、農林水産大臣及び福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有することに

より適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していくこととする。  
（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅

速かつ効率的に情報を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業

協同組合、市場等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構築を

進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編集・処理することで適

切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。  
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 ２ 資源管理の進め方 
   新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上

で、着実に実行していくものとする。  
 ３ 種苗放流等の取組 
   種苗生産・放流・育成管理（以下「種苗放流等」という。）の取組は、資源管理の一

環として実施することから、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検

証することとする。  
   新たに種苗放流等を実施する水産資源については、資源水準の回復にその取組の有

効性が認められる場合に、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することと

し、当該水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証することとする。  
 これまで種苗放流等を実施してきた水産資源については、種苗放流等の効果の検証

の結果、その取組の有効性が認められるものであって、その造成の目的を達成してい

ないものは、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することとする。  
   なお、当該検証の結果、当該水産資源の造成の目的を達成したものやその効果の認

められないものは、種苗放流等について慎重に検討することとする。  
 ４ 遊漁者に対する指導 
   遊漁者に対し、資源管理基本方針及び福岡県資源管理方針に基づく資源管理の実施

について協力するよう指導するものとする。  
第７ 福岡県資源管理方針の検討  

法第 14 条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の

動向その他の事情を勘案して、おおむね５年ごとに、この資源管理方針についての検

討を行うとともに、この資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても少

なくとも５年ごとに見直しを行うものとする。  
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針  

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別

紙１－11 ぶり」までに、特定水産資源以外の水産資源（法第 11 条第２項第２号の資

源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていないものを除く。）に

ついての具体的な資源管理方針は「別紙２－１ ひらめ日本海中西部・東シナ海系群」

に、法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が

行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙３－２ とらふぐ日本海・東シ

ナ海・瀬戸内海系群」から「別紙３－12 まあなご福岡県海域（筑前海）」までに、そ

れぞれ定めるものとする。 
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改正案 現行方針 

福岡県資源管理方針 

〔制定 令和２年１２月１日〕 

最終改正 令和８年○月○日 

 

第１～第５ （略） 

第６ その他資源管理に関する重要事項 

１ 漁獲量等の情報の収集 

（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動

が資源に与える影響等を把握するために有益であり、資源評

価の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の

遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも

重要である。 

（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項若しくは第２項又

は第 30 条第１項若しくは第２項の規定による漁獲可能量に

よる管理として行うもののほか、知事許可漁業の許可を受け

た者による資源管理の状況等の報告（法第 58 条において準

用する法第 52 条第１項）、漁業権者による資源管理の状況

等の報告（法第 90 条第１項）においても報告が義務付けら

れている。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣

へ報告し、農林水産大臣及び福岡県知事が相互に漁獲量等の

情報を共有することにより適切な資源管理に向けてこれらの

情報を活用していくこととする。 

福岡県資源管理方針 

〔制定 令和２年１２月１日〕 

最終改正 令和８年４月１日 

 

第１～第５ （略） 

第６ その他資源管理に関する重要事項 

１ 漁獲量等の情報の収集 

（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動

が資源に与える影響等を把握するために有益であり、資源評

価の精度を上げるために重要である。また、資源管理措置の

遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも

重要である。 

（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項又は第 30 条第１

項の規定による漁獲可能量による管理として行うもののほ

か、知事許可漁業の許可を受けた者による資源管理の状況等

の報告（法第 58 条において準用する法第 52 条第１項）、

漁業権者による資源管理の状況等の報告（法第 90 条第１

項）においても報告が義務付けられている。これらの報告に

より収集した情報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及

び福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有することにより

適切な資源管理に向けてこれらの情報を活用していくことと

する。 
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（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要

性を踏まえて、より迅速かつ効率的に情報を収集することが

できるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場

等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの

構築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応

じて編集・処理することで適切な資源管理に向けてこれらの

情報の活用が図られるようにする。 

２～７ （略） 

第７～第８ （略） 

 

（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要

性を踏まえて、より迅速かつ効率的に情報を収集することが

できるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業協同組合、市場

等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの

構築を進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応

じて編集・処理することで適切な資源管理に向けてこれらの

情報の活用が図られるようにする。 

２～７ （略） 

第７～第８ （略） 

 

 

-7-



漁業法抜粋 
 
第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理 
 
（漁獲量等の報告） 
第二十六条 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源（次項
に規定する特別管理特定水産資源を除く。）の採捕をしたときは、農林水産省令で定める
期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し
農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林
水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しな
ければならない。 
２ 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の
経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘
案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で
定めるもの（以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」とい
う。）の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定
めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で
定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事
管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林
水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他
の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令
で定める期間保存しなければならない。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めると
ころにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。 
 
第三款 漁獲量等の総量の管理 
（漁獲量等の報告） 
第三十条 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源（特別管理特定水産資
源を除く。以下この項において同じ。）の採捕（漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分
（以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。）にあつては、当該漁獲
努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。）をする者は、特定水産資源の採捕をし
たときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところによ
り、当該特定水産資源の漁獲量（漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係
る漁獲努力量。以下この款において同じ。）その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定め
る事項を、当該管理区分が大臣管理区分（漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この
款において同じ。）である場合には農林水産大臣、知事管理区分（漁獲割当管理区分以外
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のものに限る。以下この款において同じ。）である場合には当該知事管理区分に係る都道
府県知事に報告しなければならない。 
２ 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、
特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省
令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その
他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場
合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事
に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称
及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告
をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めると
ころにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。 
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第３８５回福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和８年３月６日（金）15:00～ 
 場 所：福岡県有明海水産会館 大会議室 

    （福岡県柳川市三橋町 271） 

 

                      

次   第 

 
 

１．開  会 

 
 
２．会長挨拶 
 
 

３．議  題  
（１）令和８年度さし網等漁業福岡佐賀相互入漁許可方針について（協議） 

（１～１９頁） 

 

（２）農林水産大臣管轄漁場における漁業権漁業の資源管理の 
状況等の報告について（報告）              （２０～２５頁） 

 

（３）農林水産大臣管轄漁場における福岡、佐賀両県の事業について（報告） 
（２６～２９頁） 

 
（４）その他 
  
 
４．閉  会 
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資　料　３
（23期５回有明漁調委）

（令和８年４月22日）
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第 47 回 日本海・九州西広域漁業調整委員会 
 

議 事 次 第 
 
 
 
日 時：令和８年２月 26 日（木） 13：30～ 

場 所： 三番町共用会議所 大会議室（東京都千代田区九段南 2-1-5） 

 
 
１ 開 会 
 
２ 挨 拶 
 
３ 議 題 

（１）令和８年度における遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の資源管理措置につ

いて 

（２）九州・山口北西海域トラフグに関する委員会指示について 

（３）有明海ガザミに関する委員会指示について 

（４）広域資源の管理について－日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マ

イワシ 

（５）国が行う特定漁港漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について 

（６）その他 

① 令和８年度資源管理関係予算について 

② その他 

４ 閉 会 
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資　料　４
（23期５回有明漁調委）

（令和８年４月22日）



根拠法令：漁業法（昭和24年法律第267号）  　　　 　　　　　　 　　

定　　員：29人（大臣選任10人、道府県互選19人）  　　　　　　　　 

任　　期：４年 大臣選任委員(第６期)：2022年 6月1日～2026年5月31日

道府県互選委員(第７期)：2025年10月1日～2029年9月30日

北海道 工藤
　クドウ

　幸博
　ユキヒロ

檜山海区漁業調整委員会 会長

青森県 立石
　タテイシ

　政男
　マサオ

青森県西部海区漁業調整委員会会長代理

秋田県 大竹
　オオタケ

　　敦
アツシ

秋田海区漁業調整委員会会長代理

山形県 加藤
　カ トウ

　　栄
サカエ

山形海区漁業調整委員会会長

新潟県 土屋
　ツチヤ

　貞男
サダオ

新潟海区漁業調整委員会会長

富山県 網谷
　アミタニ

　繁彦
　シゲヒコ

富山海区漁業調整委員会会長

石川県 勝木
　カツキ

　省
ショウ

司
ジ

石川海区漁業調整委員会会長

福井県 浦谷
ウラタニ

　俊
トシ

晴
ハル

福井海区漁業調整委員会委員

京都府 倉
クラ

　幹夫
ミキオ

京都海区漁業調整委員会委員

兵庫県 川越
カワゴエ

　一男
　カズオ

但馬海区漁業調整委員会会長

鳥取県 山根
ヤマネ

　慎司
シンジ

鳥取海区漁業調整委員会委員

島根県 永松
ナガマツ

　正則
マサノリ

島根海区漁業調整委員会会長

山口県 仁保
ニホ

　宣
ムベ

誠
ナリ

山口県日本海海区漁業調整委員会委員

福岡県 冨重
トミシゲ

　信一
シンイチ

筑前海区漁業調整委員会会長

佐賀県 伊藤
イトウ

　史郎
シロウ

松浦海区漁業調整委員会委員

長崎県 大久保
オオクボ

　照享
テルタカ

長崎県北部海区漁業調整委員会委員

熊本県 山田
ヤマダ

　雅
マサ

章
アキ

天草不知火海区漁業調整委員会委員

鹿児島 阿久根
アクネ

　金也
キンヤ

鹿児島県連合海区漁業調整委員会会長

沖縄県 藤田
　フジタ

　喜久
　ヨシヒサ

沖縄海区漁業調整委員会委員

岩田
イワタ

　祐二
ユウジ

山陰旋網漁業協同組合　顧問

本川
モトガワ

　貴広
タカヒロ

大栄水産株式会社　代表取締役社長

佐藤　みゆき
サトウ

株式会社タカスイ　総務部長

伊藤　保夫
イトウ　　　　　　　　ヤスオ

 小樽機船漁業協同組合代表理事組合長

吉岡　力男
ヨシオカ　　　　　　　リキオ

兵庫県機船底曳網漁業協会　理事

宮本
　ミヤモト

　洋平
　ヨウヘイ

山口県以東機船底曳網漁業協同組合　代表理事組合長

山内
　ヤマウチ

　得
　トク

信
シン

那覇地区漁業協同組合　代表理事組合長

波積
　ハヅミ

　真理
　マ　リ

■ 熊本学園大学商学部　教授

田中
　タナカ

　栄次
　エイジ

▲ 東京海洋大学　名誉教授

合瀬
　オオセ

　宏毅
　ヒロキ

アグリフューチャージャパン理事長

※　▲は会長、■は会長職務代理者

道
府
県
互
選

大
臣
選
任

漁業者
代表

学識
経験

日本海・九州西広域漁業調整委員会　委員名簿

区　分 氏　名 現　職
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 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 八 十 五 号 （ 案 ）  

 

 

 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

有 明 海 に お け る が ざ み の 採 捕 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。  

 

 令 和 八 年 二 月 二 十 六 日  

       日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会     会 長  田  中  栄  次  

  

  

 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 に よ る 有 明 海 が ざ み た も 網 そ の 他 す く い 網 の

採 捕 禁 止 期 間 に 係 る 委 員 会 指 示  

 

 

１  指 示 の 内 容  

有 明 海 及 び 八 代 海 等 を 再 生 す る た め の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律

第 百 二 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 明 海 に お い て 、 令 和 八 年 六 月 一 日 か ら 同

年 六 月 十 五 日 ま で の 間 は 、 た も 網 そ の 他 の す く い 網 に よ り が ざ み を 採 捕 し て は な

ら な い 。  

 

２  指 示 の 有 効 期 間  

こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す

る 。  

 

資
料

３
－

１
 

1
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水産庁九州漁業調整事務所
（問合せ先：TEL092-273-2004）

ガザミを採捕される皆様へ

これは、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示による規制です。

有明海では、６月１日～６月１５日の間、
漁業者だけでなく一般の方もガザミをたも
網その他のすくい網で採捕することは禁止
されています!!

ガザミの採捕禁止
（6/1～6/15）

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県

※有明海とは・・・
委員会指示の対象となる「有明海」は以下の直線
及び陸岸によって囲まれた海面です。

・長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線

・熊本県染岳から高松山三角点に至る直線

・熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線

・熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線

1３cm以下

※周年、全甲幅長１３ｃｍ以下の小型

ガザミの再放流にも取り組んでいます。
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令和７年度ノリ養殖経過 
 
１ 採苗・育苗 
○採苗は 11 月 4 日午前 5 時から開始され、福岡県有明海では過去最も遅い採苗開

始となった。 
採苗時の水温は、18〜19℃台、採苗は概ね 7 日までに終了した。芽付きは「適
正」〜「厚め」が中心であった。 

〇9 月から継続していたコシノディスカス赤潮の影響で、採苗から冷凍入庫完了ま
で、栄養塩は平均で 0.1〜8.3μM で推移した。 
育苗は 16℃前後で行われ、網汚れは少なく、育苗当初、葉長の伸びは例年に比べ
少し遅かった。 

○冷凍入庫は 11 月 29 日頃から本格的に開始され、12 月 3 日で概ね終了した。 
入庫時には一部を除き全域で色調が低下した。 

 
２ 秋芽網生産 

〇摘採は 12 月 4 日頃から開始され、撤去日（1 月 11 日）までに 4〜5 回行われた。 
○生産当初から広範囲で色落ちが確認された。12 月下旬まで一部を除く全域で色

調が低下し、特に沖合域で重度の色落ちが発生した。コシノディスカス赤潮はノ
クチルカの増殖に伴い 12 月 11 日頃に解消、12 月 29 日には一部を除き全域で
色調が回復した。 

○アカグサレ病は、12 月 8 日に初認され、12 月 11 日頃から拡大、重症化し、秋
芽網漁期終了まで重症の状態が継続した。特に大和、高田地区で重症化した。 

○壺状菌病は確認されなかった。 
○秋芽網の撤去は 1 月 11 日までに行われた。 
 
３ 冷凍網生産 

○張り込みは 1 月 13 日から開始され、18 日頃までに概ね終了した。冷凍の戻り
は、全体的に悪い状況であった。 

○摘採は 1 月 23 日頃から開始され、網の撤去（4 月 8 日）までに 6〜8 回の摘採が
行われた。 

○1 月 20 日頃から珪藻プランクトンが増加傾向を示し、1 月 30 日にスケレトネ
マ、キートセロス、リゾソレニアの混合赤潮が発生した。この赤潮は、構成種の
比率を変えながら、3 月 23 日まで継続した。ユーカンピアは赤潮化するまでの
増殖はなかった。 

○栄養塩は、1 月 26 日から一部の漁場を除いて 0 台となり、漁期終盤まで低水準
で推移した。 

○色落ちは、1 月 28 日に一部で色調低下、2 月 5 日には全域で重症化し、2 月 20
日まで継続した。2 月下旬の降雨の影響により、大川、柳川地区の一部の漁場で
は 2 月 24 日以降、色調の改善が確認されたが、大和〜大牟田地区の漁場では、
珪藻プランクトンの赤潮が終息する 3 月下旬まで色落ちが継続した。 

○アカグサレ病は、出庫 7 日後の 1 月 20 日に感染が確認され、1 月下旬以降に重
症化し、漁期を通じて慢性的に蔓延した。 

〇3 月上旬頃から一部で三期作の網の張込みが開始され、主に 3 月下旬に摘採され
た。 

○壺状菌病は確認されなかった。 
○4 月 8 日までに網の撤去、4 月 30 日までに支柱の撤去を終えた。 
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４ 生産の状況 

〇秋芽網生産 
生産枚数  3.75 億枚 （過去 5 年比：88％） 
生産金額  81.8 億円 （過去 5 年比：106％） 
平均単価  21.8 円／枚（過去 5 年比：＋3.71 円） 

 
〇冷凍網生産（第 9 回入札時点） 
 冷凍網 

生産枚数  4.19 億枚 （過去 5 年比：83％） 
生産金額  59.3 億円 （過去 5 年比：88％） 
平均単価  14.1 円／枚（過去 5 年比：＋0.83 円） 

 
〇令和 7 年度生産（第 9 回入札時点） 

生産枚数  7.94 億枚  （過去 5 年比：85％） 
生産金額  141.1 億円 （過去 5 年比：96％） 
平均単価  17.8 円／枚（過去 5 年比：＋1.93 円） 
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